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65
歳
以
上
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

●
高
齢
者
支
援
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介
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介
護
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間
で
介

護
サ
ー
ビ
ス
が
ど
れ
く
ら
い
必
要

と
な
る
か
を
判
断
し
て
３
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
算
出
さ
れ
た
「
基

準
額
」
を
も
と
に
、
原
則
と
し
て
そ
の
方

の
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。

　
今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、阿
蘇
市
で
は
、

今
後
３
年
間
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
料
を
推
計

し
た
結
果
、
保
険
料
は
下
表
の
と
お
り
と

な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
40
～
64
歳
の
方
（
第
２
号
保
険

者
）
の
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
の
算
定
方
式
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
は
３
年
毎
に
見
直
し
。

本
年
度
か
ら
基
準
額
が
４
８
０
０
０
円
に
。

市政情報掲示板

所得段階 対象となる方 保険料の調整率 保険料（年額）

第１段階
●生活保護受給者 
● 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 基準額×  0.5 24,000円

第２段階
世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前
年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×  0.5 24,000円

第３段階 世帯全員が市民税非課税の方で、第2段階に該当しない方 基準額×0.75 36,000円

第４段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非
課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額
の合計が80万円以下の方

基準額×0.91 43,680円

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非
課税で上記第４段階に該当しない方 基準額×  1.0 48,000円

第５段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円未満
の方 基準額×1.25 60,000円

第６段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上
の方 基準額×  1.5 72,000円

▶平成２４年度～平成２６年度までの所得段階別　保険料額

▶保険料基準額

【平成21～23年度（第４期）】
年額�46,800円　(月額�3,900円)

【平成24～26年度（第5期）】
年額�48,000円　(月額�4,000円)

これまで・・・・ これからは・・・・

※老齢福祉年金・・・ 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、また大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方
で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※合計所得金額「所得」・・・実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

広告

�詳しい算定内容等については、7月に発送する介護保険料通知書に同封しますので、
そちらをよくご覧下さい。
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５
月
12
日
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
で
す

●
健
康
福
祉
課 
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祉
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５
月
12
日
は
、
こ
の
日
に

民
生
委
員
制
度
が
創
設

さ
れ
た
こ
と
か
ら「
民
生
委
員・

児
童
委
員
の
日
」
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
民

生
委
員
法
、
児
童
福
祉
法
に
基

づ
く
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
生
活

上
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
援

助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

や
子
育
て
の
相
談
・
援
助
を
専

門
に
担
当
す
る
主
任
児
童
委
員

も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
守
秘

義
務
に
則
っ
て
相
談
内
容
の
秘

密
は
固
く
守
り
、
個
人
情
報
や

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
配
慮

し
た
支
援
活
動
を
行
い
ま
す
の

で
、福
祉
に
関
す
る
悩
み
な
ど
、

生
活
の
中
で
お
困
り
の
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

86
人
の
民
生
委
員
・
児
童

委
員
を
紹
介
し
ま
す
！

担　
当　
地　
区

氏　
　
名

一の宮地区
宮地

町
１
・
２
区

山
口　
み
つ
る

北
１
区

川
野　
美
佐
子

北
２
区

森　
　

建
男

東
１
区

中
島　
元
比
古

東
２
区

伊
藤　
公
美
子

東
３
区

井　
　
せ
い
子

西
１
区

甲
斐　
千
美
江

西
２
・
３
区

岩
下　
ツ
キ
子

古
神
１
区

宮
部　

絹
代

古
神
２
区

伊
藤　

洋
子

古
神
３
区

(

農
免
道
路
よ
り
北
側
の
地
域)
林　
　

和
子

古
神
３
区

(

農
免
道
路
よ
り
南
側
の
地
域)
村
上　

幹
夫

分
１
区

村
山　

健
徳

分
２
区

吉
岡　
ナ
オ
ミ

分
３
区

杉
本　
　

学

塩
塚

山
部　
チ
ズ
子

坂梨
古
閑
・
神
石
・
福
岡

古
木　

春
美

上
町
・
東
仲
・
西
仲

市
原　
シ
キ
子

下
町
・
桜
町
・
福
原

吉
田　
マ
サ
子

馬
場
・
豆
札

鳴
川　

成
清

古城
古
城
１
・
２
区

坂
梨　

英
次

古
城
３
‐
１
・
３
‐
２
・
４
区
白
石
　

勳

古
城
５
‐
１
・
５
‐
２
区

和
田　

長
次

古
城
６
・
７
区

山
城　

雪
江

中通
原
口
・
井
手
・
西
井
手
・
中
原
福
島　

鐵
冶

上
西
河
原
・
下
西
河
原

井
島　

昭
年

西
下
原
・
東
下
原
・
片
隅

西
村　

勝
弘

荻
の
草
・
舞
谷

井
野　

輝
雄

主
任
児
童
委
員

山
部　
謙
一
郎

主
任
児
童
委
員

志
賀　

葉
子

担　
当　
地　
区

氏　
　
名

阿蘇地区
内牧

内
牧
１
区

荒
上　

征
善

内
牧
２
区
（
南
）

林　
　

安
治

内
牧
２
区
（
北
）

佐
藤　
ユ
イ
子

内
牧
３
区

川
口　

芳
巳

内
牧
４
区

藤
下　
ヤ
ヱ
子

内
牧
５
区
・
前
町
・
裏
町
・
竹

林
住
宅

藤
田　
チ
エ
子

内
牧
５
区(

竹
林
・
新
橋
住
宅)

木
山　

征
子

内
牧
５
区(

下
り
山
住
宅
・
向
平)

石
川　

一
男

成
川
・
浜
川

和
田　
ノ
リ
子

小
里

大
倉　

朝
子

湯
浦
・
南
宮
原

江
藤　

正
人

西
湯
浦
・
深
葉

小
島　
ヤ
ス
子

西
小
園

田
中　

厚
子

宇
土

小
山　

敏
行

折
戸

岩
下　

西
雄

山田
小
倉
・
西
小
倉

井
野　

光
子

今
町
・
黒
流
町
・
小
池

岩
永
真
亀
郎

山
田
・
原
の
口
・
鷲
の
石
・

茗
ヶ
原

井
野　

俊
洋

本
村
・
小
野
田
町
・
下
の
原
・

新
村

亀
井　
カ
ヨ
子

黒川
上
役
犬
原
（
小
島
）

杉
本　

修
子

上
役
犬
原

山
口　

哲
廣

下
役
犬
原
・
道
尻

森　
　

範
雄

西
町

佐
藤　

孝
幸

竹
原

佐
藤　

好
美

蔵
原

竹
原
ナ
ホ
子

東
黒
川

西
山
ス
ミ
エ

坊
中
（
南
）

軽
木　

信
子

坊
中
（
北
）

松
本　

妙
子

南
黒
川

寺
原
ツ
ル
子

担　
当　
地　
区

氏　
　
名

黒川
元
黒
川

宮
本　

秀
雄

北
黒
川

岩
本　

雅
己

上
西
黒
川

森
　

郁
朗

下
西
黒
川
・
社
宅

(

乙
姫
・
堤
地
区)

立
石　

丸
美

乙
姫(

西)(

中
谷
・
下
谷
・

ハ
イ
ラ
ン
ド)

斉
藤　

哲
男

乙
姫
（
東
）

伊
藤　

定
照

黒
川
千
丁
・
住
宅

(

乙
姫
３
ヶ
所)

西
岡　

光
俊

永水
永
草

小
山　

利
雄

枳

鶴
田　

峯
子

赤
水(

国
道
57
号
線
よ
り
北
側

の
地
域)

岩
下　

鉄
文

赤
水(

国
道
57
号
線
よ
り
南
側

の
地
域)

山
口　
け
い
子

車
帰

宮
本　

素
子

尾ヶ石
狩
尾
１
区

髙
橋　

良
子

狩
尾
２
区

灰
瀬　

信
子

狩
尾
３
区

荒
井　

哲
郎

跡
ヶ
瀬

江
入　

鐵
雄

的
石

菅
　

正
子

主
任
児
童
委
員(

内
牧
・
山
田)

井　

小
夜
美

主
任
児
童
委
員
（
黒
川
）

野
尻　

利
恵

主
任
児
童
委
員

(

永
水
・
尾
ヶ
石)

草
尾　

紀
子

波野地区

滝
水
・
中
江
・
仁
田
水
・
山
崎
岩
下　

和
海

立
塚
・
横
堀
・
遊
雀
・
中
道

加
藤　

勝
幸

大
道
・
坂
の
上

山
口
　

司

小
園
・
小
地
野
・
笹
倉

東
　

憲
子

楢
木
野
・
赤
仁
田

森
　

一
江

主
任
児
童
委
員

古
澤　
フ
ミ
エ

主
任
児
童
委
員

古
庄　

志
保
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